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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】部品点数が増大することを抑制しつつ、意匠性
の確保を図るとともに、水密性及び気密性を良好に保持
し、面材の開閉動作を良好なものすることができる建具
を提供する。
【解決手段】下枠部材１２を有した開口枠とガラス窓と
下枠部材１２を支持するブラケット部材とを備え、ブラ
ケット部材は、下延支持片と室外方向に向けて延在し、
かつ下枠部材１２に係合した外延支持片３２とを有し、
下延支持片が下枠部材１２を形成する下延ヒレ部１２３
を挟み込んで躯体１に締結部材により締結されることに
より、躯体１の開口縁部に開口枠が取り付けられ、下延
ヒレ部１２３の所定個所には、切欠が形成され、下延支
持片は、下延ヒレ部１２３より下方において躯体１に接
触する接触端部３１２１を有しており、接触端部３１２
１を支点として切欠に対向する部分が他の部分よりも躯
体１に近接するようネジＮにより締結される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下枠部材を有した開口枠と、この開口枠に支持される面材と、前記下枠部材を支持する
ブラケット部材とを備えた建具であって、
　前記ブラケット部材は、下方に向けて延在する下延支持片と、前記下延支持片の上部よ
り室外方向に向けて延在し、かつ前記下枠部材に係合した外延支持片とを有し、
　前記ブラケット部材の下延支持片が、前記下枠部材を形成して下方に向けて延在する下
延ヒレ部を挟み込んで躯体に締結部材により締結されることにより、前記躯体の開口縁部
に前記開口枠が取り付けられ、
　前記下延ヒレ部の所定個所には、切欠が形成され、
　前記下延支持片は、前記下延ヒレ部より下方において前記躯体に接触する接触部を有し
ており、該接触部を支点として前記切欠に対向する部分が他の部分よりも前記躯体に近接
するよう締結部材により締結されたことを特徴とする建具。
【請求項２】
　前記面材は、前記開口枠にスライド開閉自在に支持されたことを特徴とする請求項１に
記載の建具。
【請求項３】
　前記面材は、室内側面材と室外側面材とを有し、これら室内側面材と室外側面材とが前
記開口枠に引き違いで建て込まれた建具であって、
　前記切欠は、前記室内側面材と前記室外側面材との召合せ部分の少なくとも下方に位置
する部分に形成されたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の建具。
【請求項４】
　下枠部材を有した開口枠と、この開口枠に支持される面材と、前記下枠部材を支持する
ブラケット部材とを備えた建具であって、
　前記ブラケット部材は、下方に向けて延在する下延支持片と、前記下延支持片の上部よ
り室外方向に向けて延在し、かつ前記下枠部材に係合した外延支持片とを有し、
　前記ブラケット部材の下延支持片が、前記下枠部材を形成して下方に向けて延在する下
延ヒレ部を挟み込んで躯体に締結部材により締結されることにより、前記躯体の開口縁部
に前記開口枠が取り付けられ、
　前記下延支持片は、前記下延ヒレ部より下方において前記躯体に接触する接触部を有し
ているとともに、所定の対象個所に厚みが他の個所よりも小さい薄肉部が形成されており
、該接触部を支点として前記薄肉部が前記下延ヒレ部に近接するよう締結部材により締結
されたことを特徴とする建具。
【請求項５】
　前記面材は、前記開口枠にスライド開閉自在に支持されたことを特徴とする請求項４に
記載の建具。
【請求項６】
　前記面材は、室内側面材と室外側面材とを有し、これら室内側面材と室外側面材とが前
記開口枠に引き違いで建て込まれた建具であって、
　前記薄肉部は、前記室内側面材と前記室外側面材との召合せ部分の少なくとも下方に位
置する部分に形成されたことを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、躯体の開口縁部に取り付けられた建具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、引違い窓のような開口枠に対して面材である障子を開閉可能に支持させた建具に
おいては、その一部が躯体より室外側に張り出した状態で該躯体の開口縁部に取り付けら
れたものが知られている。このような建具では、開口枠を構成する上枠部材、下枠部材及
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び一対の縦枠部材が例えば樹脂材等から形成される場合、例えばアルミニウム材等からな
るブラケット部材で下枠部材の略全長を躯体の外壁面に取り付けるようにしているが、下
枠部材の中央部分が障子の重量により垂れ下がることがある。このように下枠部材の中央
部分が垂れ下がると、水密性及び気密性が損なわれたり、障子の開閉動作に不具合を生じ
たりすることがある。また、該躯体の開口縁部が地面に対して垂直ではないと、下枠部材
を躯体へ取り付けたときに下枠部材の室外側部が垂れ下がり状態になり、上述した不具合
がより大きく生ずることもある。
【０００３】
　そこで、下枠部材の垂れ下がりを防止するために該当個所に専用の金具を取り付けるよ
うにした建具が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公平６－２９４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上述したように専用の金具を用いることは部品点数が増大することとなり、
しかも専用の金具が外観に現れることで意匠性が劣ることがあった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて、部品点数が増大することを抑制しつつ、意匠性の確保を
図るとともに、水密性及び気密性を良好に保持し、面材の開閉動作を良好なものすること
ができる建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る建具は、下枠部材を有した開口枠
と、この開口枠に支持される面材と、前記下枠部材を支持するブラケット部材とを備えた
建具であって、前記ブラケット部材は、下方に向けて延在する下延支持片と、前記下延支
持片の上部より室外方向に向けて延在し、かつ前記下枠部材に係合した外延支持片とを有
し、前記ブラケット部材の下延支持片が、前記下枠部材を形成して下方に向けて延在する
下延ヒレ部を挟み込んで躯体に締結部材により締結されることにより、前記躯体の開口縁
部に前記開口枠が取り付けられ、前記下延ヒレ部の所定個所には、切欠が形成され、前記
下延支持片は、前記下延ヒレ部より下方において前記躯体に接触する接触部を有しており
、該接触部を支点として前記切欠に対向する部分が他の部分よりも前記躯体に近接するよ
う締結部材により締結されたことを特徴とする。
【０００８】
　これによれば、ブラケット部材の外延支持片が室外側に向けて漸次上方に傾斜した姿勢
となり、下枠部材の所定個所をやや上方に持ち上げた形態にすることができ、下枠部材の
垂れ下がりを防止できる。また、下枠部材における下延ヒレ部の所定個所に切欠を形成す
るだけなので、従来のように専用の金具を用いることもなく、部品点数が増大することも
ない。しかも、ブラケット部材自体は従来から用いられているものであり、意匠性が劣る
こともない。更に、かかる切欠はブラケット部材に覆われているので外観に現れることも
ない。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係る建具は、上述した請求項１において、前記面材は、前記
開口枠にスライド開閉自在に支持されたことを特徴とする。
【００１０】
　これによれば、片引き窓や引き違い窓の下枠部材の垂れ下がりを防止できる。
【００１１】
　また、本発明の請求項３に係る建具は、上述した請求項１又は請求項２において、前記
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面材は、室内側面材と室外側面材とを有し、これら室内側面材と室外側面材とが前記開口
枠に引き違いで建て込まれた建具であって、前記切欠は、前記室内側面材と前記室外側面
材との召合せ部分の少なくとも下方に位置する部分に形成されたことを特徴とする。
【００１２】
　これによれば、室内側面材と室外側面材とが引き違いで建て込まれた引き違い窓におい
て、下枠部材に面材重量が最も大きくかかる召合せ部分（窓中央部）の近傍においても、
その個所に切欠部を形成して下枠部材の所定個所をやや上方に持ち上げた形態にすること
ができ、下枠部材の垂れ下がりを防止できる。
【００１３】
　また、本発明の請求項４に係る建具は、下枠部材を有した開口枠と、この開口枠に支持
される面材と、前記下枠部材を支持するブラケット部材とを備えた建具であって、前記ブ
ラケット部材は、下方に向けて延在する下延支持片と、前記下延支持片の上部より室外方
向に向けて延在し、かつ前記下枠部材に係合した外延支持片とを有し、前記ブラケット部
材の下延支持片が、前記下枠部材を形成して下方に向けて延在する下延ヒレ部を挟み込ん
で躯体に締結部材により締結されることにより、前記躯体の開口縁部に前記開口枠が取り
付けられ、前記下延支持片は、前記下延ヒレ部より下方において前記躯体に接触する接触
部を有しているとともに、所定の対象個所に厚みが他の個所よりも小さい薄肉部が形成さ
れており、該接触部を支点として前記薄肉部が前記下延ヒレ部に近接するよう締結部材に
より締結されたことを特徴とする。
【００１４】
　これによれば、ブラケット部材の外延支持片が室外側に向けて漸次上方に傾斜した姿勢
となり、下枠部材の所定個所をやや上方に持ち上げた形態にすることができ、下枠部材の
垂れ下がりを防止できる。また、ブラケット部材における下延支持片の所定の対象個所の
厚みを他の個所よりも小さくするだけなので、従来のように専用の金具を用いることもな
く、部品点数が増大することもない。しかも、ブラケット部材自体は従来から用いられて
いるものであり、意匠性が劣ることもない。
【００１５】
　また、本発明の請求項５に係る建具は、上述した請求項４において、前記面材は、前記
開口枠にスライド開閉自在に支持されたことを特徴とする。
【００１６】
　これによれば、片引き窓や引き違い窓の下枠部材の垂れ下がりを防止できる。
【００１７】
　また、本発明の請求項６に係る建具は、上述した請求項４又は請求項５において、前記
面材は、室内側面材と室外側面材とを有し、これら室内側面材と室外側面材とが前記開口
枠に引き違いで建て込まれた建具であって、前記薄肉部は、前記室内側面材と前記室外側
面材との召合せ部分の少なくとも下方に位置する部分に形成されたことを特徴とする。
【００１８】
　これによれば、室内側面材と室外側面材とが引き違いで建て込まれた引き違い窓におい
て、下枠部材に面材重量が最も大きくかかる召合せ部分（窓中央部）の近傍においても、
その個所に切欠部を形成して下枠部材の所定個所をやや上方に持ち上げた形態にすること
ができ、下枠部材の垂れ下がりを防止できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、部品点数が増大することを抑制しつつ、意匠性の確保を図るとともに
、水密性及び気密性を良好に保持し、面材の開閉動作を良好なものすることができるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１である建具を室外側から見た場合を簡略的に示す
外観図である。
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【図２】図２は、本発明の実施の形態１である建具の縦断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１である建具の横断面図である。
【図４】図４は、図１に示した開口枠を室外側から見た場合を示す説明図である。
【図５】図５は、図１に示した建具の下枠部材の中央領域を拡大して示す縦断面図である
。
【図６】図６は、図５に示した下枠部材の中央領域におけるブラケット部材の取り付けを
模式的に示す説明図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２である建具を室外側から見た場合を簡略的に示す
外観図である。
【図８】図８は、図７におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図９】図９は、図７におけるＢ－Ｂ線断面図である。
【図１０】図１０は、図９に示した下枠部材の中央領域におけるブラケット部材の取り付
けを模式的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る建具の好適な実施の形態について詳細に説明
する。
【００２２】
＜実施の形態１＞
　図１～図３は、それぞれ本発明の実施の形態１である建具を示すものであり、図１は室
外側から見た場合を簡略的に示す外観図、図２は縦断面図、図３は横断面図である。ここ
で例示する建具は、開口枠１０に左右２枚の障子（面材）であるガラス窓２０を備え、開
口枠１０に対して２枚のガラス窓２０を左右方向にスライドさせて開閉する、いわゆる「
引き違い窓」と称されるサッシ窓である。また、かかる建具では、室外側に配置したガラ
ス窓２０のさらに室外側となる部位に網戸４０を備えている（図２及び図３参照）。
【００２３】
　開口枠１０は、例えば樹脂製の押し出し材である上枠部材１１、下枠部材１２及び左右
一対の縦枠部材１３，１４を四周枠組みすることによって構成した矩形状を成すものであ
る。かかる開口枠１０を構成する下枠部材１２には、その長手方向における略全長に亘っ
てブラケット部材３０が仮固定されている。
【００２４】
　ブラケット部材３０は、例えばアルミニウム等の板材を屈曲加工して形成した長尺状の
ものであり、下延支持片３１と外延支持片３２とを備えている。
【００２５】
　下延支持片３１は、第１固定支持部３１１と第２固定支持部３１２とを有している。第
１固定支持部３１１は、下方に向けて延在する部位である。第２固定支持部３１２は、第
１固定支持部３１１の下端縁部より室内側に向けて延在した後、下方に向けて延在する部
位である。これら第１固定支持部３１１及び第２固定支持部３１２には、その長手方向に
沿って所定間隔毎にネジＮが挿通する挿通孔（図示せず）が設けてある。
【００２６】
　外延支持片３２は、下延支持片３１の上端縁部、すなわち第１固定支持部３１１の上端
縁部より室外方向に向けて延在するものである。この外延支持片３２は、その延在端部が
下枠部材１２に設けた係止部１２１に係止された状態で該下枠部材１２に仮固定、すなわ
ち係合されている。尚、下枠部材１２とブラケット部材３０との間は水密材１２２によっ
て止水されている。
【００２７】
　このような開口枠１０は、上枠部材１１、下枠部材１２及び左右一対の縦枠部材１３，
１４のそれぞれを家屋の壁等の躯体１に形成した開口に対してその開口縁部２に沿うよう
にして締結部材であるネジＮで締結して取り付けてあるとともに、ブラケット部材３０を
ネジＮで締結することで取り付けてある。尚、本引き違い窓においては、外障子（外側の
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ガラス窓２０）が躯体１よりも室外側に持ち出されて開口枠１０が躯体１に納まる半外付
けの納まりである。
【００２８】
　ここでブラケット部材３０は、下延支持片３１を構成する第１固定支持部３１１が、下
枠部材１２を構成し、かつ下方に向けて延在する下延ヒレ部１２３を挟み込んで躯体１の
外壁面に挿通孔を挿通するネジＮで締結されて取り付けてあるとともに、下延支持片３１
を構成する第２固定支持部３１２が、下延ヒレ部１２３の下方域において躯体１の外壁面
に挿通孔を挿通するネジＮで締結されて取り付けてある。つまり、第２固定支持部３１２
は、躯体１の外壁面に接触している。
【００２９】
　ガラス窓２０は、それぞれ上框部材２１、下框部材２２及び左右一対の縦框部材２３，
２４を四周框組みすることによって構成した框の内部にガラス板２５を保持したものであ
り、開口枠１０の内部に装着可能な大きさに構成してある。
【００３０】
　このような本実施の形態１である建具においては、図４に示すように、下枠部材１２の
中央領域、すなわち２枚のガラス窓２０の召合せ部分を含む所定の左右幅領域においては
、下延ヒレ部１２３に切欠１２４が形成してある。
【００３１】
　図５は、下枠部材１２の中央領域における建具の要部縦断面図である。この図５に示す
ように、下延ヒレ部１２３の切欠１２４が形成された部分では、ブラケット部材３０の第
１固定支持部３１１と躯体１の外壁面との間に間隙Ｓ１が形成されることになる。つまり
、第１固定支持部３１１の切欠１２４に対向する部位と、躯体１の外壁面との間に間隙Ｓ
１が形成されている。
【００３２】
　よって、本実施の形態１である建具では、図６の（ａ）から図６の（ｂ）に示すように
、ブラケット部材３０における下延支持片３１のうち下延ヒレ部１２３の切欠１２４に対
向する部位を、第２固定支持部３１２と躯体１の外壁面との接触端部（接触部）３１２１
を支点として、他の部位よりも外壁面に近接するようネジＮで締結することができる。こ
れにより、ブラケット部材３０の外延支持片３２が室外側に向けて漸次上方に傾斜した姿
勢となり、下枠部材１２の中央領域をやや上方に持ち上げた形態にすることができ、下枠
部材１２の垂れ下がりを防止できる。
【００３３】
　このように本実施の形態１である建具によれば、下枠部材１２における下延ヒレ部１２
３の所定個所に切欠１２４を形成するだけなので、従来のように専用の金具を用いること
もなく、部品点数が増大することもない。しかも、ブラケット部材３０自体は従来から用
いられているものであり、意匠性が劣ることもない。更に、かかる切欠１２４は、ブラケ
ット部材３０に覆われているので外観に現れることもない。従って、部品点数が増大する
ことを抑制しつつ、意匠性の確保を図ることができる。
【００３４】
　また、上記建具によれば、下枠部材１２の垂れ下がりを防止できるので、ガラス窓２０
の開閉動作をスムーズに行うことが可能となり、しかも気密性及び水密性を良好なものと
することができる。
【００３５】
＜実施の形態２＞
　図７は、本発明の実施の形態２である建具を室外側から見た場合を簡略的に示す外観図
であり、図８は、図７におけるＡ－Ａ線断面図であり、図９は、図７におけるＢ－Ｂ線断
面図である。尚、以下においては、上述した実施の形態１である建具と同一の構成要素に
ついては、同一の符号を付して、その説明を適宜簡略して述べることとする。
【００３６】
　ここで例示する建具は、開口枠１０に左右２枚の障子（面材）であるガラス窓２０を備
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え、開口枠１０′に対して２枚のガラス窓２０を左右方向にスライドさせて開閉する、い
わゆる「引き違い窓」と称されるサッシ窓である。
【００３７】
　開口枠１０′は、例えば樹脂の押し出し材である上枠部材１１、下枠部材１５及び左右
一対の縦枠部材１３，１４を四周枠組みすることによって構成した矩形状を成すものであ
る。かかる開口枠１０′を構成する下枠部材１５には、その長手方向における略全長に亘
ってブラケット部材５０が仮固定されている。
【００３８】
　ブラケット部材５０は、例えばアルミニウム等の板材を屈曲加工して形成した長尺状の
ものであり、下延支持片５１と外延支持片５２とを備えている。
【００３９】
　下延支持片５１は、第１固定支持部５１１と第２固定支持部５１２とを有している。第
１固定支持部５１１は、下方に向けて延在する部位である。第２固定支持部５１２は、第
１固定支持部５１１の下端縁部より室内側に向けて延在した後、下方に向けて延在する部
位である。これら第１固定支持部５１１及び第２固定支持部５１２には、その長手方向に
沿って所定間隔毎にネジＮが挿通する挿通孔（図示せず）が設けてある。
【００４０】
　外延支持片５２は、下延支持片５１の上端縁部、すなわち第１固定支持部５１１の上端
縁部より室外方向に向けて延在するものである。この外延支持片５２は、その延在端部が
下枠部材１５に設けた係止部１５１に係止された状態で該下枠部材１５に仮固定、すなわ
ち係合されている。尚、下枠部材１５とブラケット部材５０との間は水密材１５２によっ
て止水されている。
【００４１】
　このような開口枠１０′は、上枠部材１１、下枠部材１５及び左右一対の縦枠部材１３
，１４のそれぞれを家屋の壁等の躯体１に形成した開口に対してその開口縁部２に沿うよ
うにして締結部材であるネジＮで締結して取り付けてあるとともに、ブラケット部材５０
をネジＮで締結することで取り付けてある。尚、本引き違い窓においては、外障子（外側
のガラス窓２０）が躯体１よりも室外側に持ち出されて開口枠１０′が躯体１に納まる半
外付けの納まりである。
【００４２】
　ここでブラケット部材５０は、下延支持片５１を構成する第１固定支持部５１１が、下
枠部材１５を構成し、かつ下方に向けて延在する下延ヒレ部１５３を挟み込んで躯体１の
外壁面に挿通孔を挿通するネジＮで締結されて取り付けてあるとともに、下延支持片５１
を構成する第２固定支持部５１２が、下延ヒレ部１５３の下方域において躯体１の外壁面
に挿通孔を挿通するネジＮで締結されて取り付けてある。つまり、第２固定支持部５１２
は、躯体１の外壁面に接触している。
【００４３】
　ガラス窓２０は、それぞれ上框部材２１、下框部材２２及び左右一対の縦框部材２３，
２４を四周框組みすることによって構成した框の内部にガラス板２５を保持したものであ
り、開口枠１０′の内部に装着可能な大きさに構成してある。
【００４４】
　図８及び図９に示すように、本実施の形態２である建具においては、下枠部材１５の中
央領域、すなわち２枚のガラス窓２０の召合せ部分を含む所定の左右幅領域に相当する下
延ヒレ部１５３に対向するブラケット部材５０の下延支持片５１（第１固定支持部５１１
）の厚みが、その他の部位に比して小さくしてある。つまり、ブラケット部材５０の下延
支持片５１における所定の対象個所に、厚みがその他の個所の厚みよりも小さい薄肉部が
形成してある。
【００４５】
　これにより、下延支持片５１の所定の対象個所と下延ヒレ部１５３との間に間隙Ｓ２が
形成されることになる。
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【００４６】
　よって、本実施の形態２である建具では、図１０の（ａ）から図１０の（ｂ）に示すよ
うに、ブラケット部材５０における下延支持片５１の所定の対象個所を、第２固定支持部
５１２と躯体１の外壁面との接触端部（接触部）５１２１を支点として、下延ヒレ部１５
３に近接するようネジＮで締結することができる。これにより、ブラケット部材５０の外
延支持片５２が室外側に向けて漸次上方に傾斜した姿勢となり、下枠部材１５の中央領域
をやや上方に持ち上げた形態にすることができ、下枠部材１５の垂れ下がりを防止できる
。
【００４７】
　このように本実施の形態２である建具によれば、ブラケット部材５０における下延支持
片５１の所定の対象個所（薄肉部）の厚みを他の個所よりも小さくするだけなので、従来
のように専用の金具を用いることもなく、部品点数が増大することもない。しかも、ブラ
ケット部材５０自体は従来から用いられているものであり、意匠性が劣ることもない。従
って、部品点数が増大することを抑制しつつ、意匠性の確保を図ることができる。
【００４８】
　また、上記建具によれば、下枠部材１５の垂れ下がりを防止できるので、ガラス窓２０
の開閉動作をスムーズに行うことが可能となり、しかも気密性及び水密性を良好なものと
することができる。
【００４９】
　以上、本発明の好適な実施の形態１及び実施の形態２について説明したが、本発明はこ
れらに限定されるものではなく、種々の変更を行うことができる。
【００５０】
　上述した実施の形態１及び実施の形態２では、下枠部材１２の中央領域（室内側障子と
室外側障子との召合せ框の下部近傍）の下延ヒレ部１２３に切欠１２４を形成したり、下
枠部材１５の中央領域に対向する部分（室内側障子と室外側障子の召合せ框の下部近傍）
の下延支持片５１の厚みを小さくしたりしたが、本発明においては、下枠部材の中央領域
に限られず、障子（ガラス窓２０）の重量により垂れ下がる可能性のある部分であればど
こでも構わない。
【００５１】
　上述した実施の形態１及び実施の形態２では、ブラケット部材３０，５０が単数である
として説明したが、本発明においては、ブラケット部材は、複数に分割されて構成される
ものであっても良い。特に実施の形態２で示したブラケット部材（５０）については、厚
みの小さいブラケット部材（薄肉ブラケット部材）と、この薄肉ブラケット部材よりも厚
みの大きいブラケット部材（厚肉ブラケット部材）との２分割構成としても良い。この場
合、下枠部材の中央領域に対向する部分（室内側障子と室外側障子の召合せ框の下部近傍
）に薄肉ブラケット部材を取り付けることが好ましい。また、厚肉ブラケット部材は、薄
肉ブラケット部材の第１固定支持部に薄板状のスペーサ等を介在させて構成しても良く、
この場合には厚肉ブラケット部材と薄肉ブラケット部材とで、下枠部材の垂れ下がりを防
止でき、多種の専用の金具を用いることもなく、部品点数が増大することを抑制すること
ができる。
【００５２】
　上述した実施の形態１及び実施の形態２では、開口枠１０（１０′）を、樹脂製の押し
出し材としたが、本発明においては、開口枠はアルミニウム等の金属製の押し出し材であ
っても良い。また室外側の部位を金属製の押し出し材とし、室内側の部位を樹脂製の押し
出し材とした複合枠材、又はその逆の押し出し材で構成して複合枠材であっても良い。
【符号の説明】
【００５３】
　　　　１　躯体
　　　　２　開口縁部
　　　１０　開口枠
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　　１０′　開口枠
　　　１１　上枠部材
　　　１２　下枠部材
　　１２１　係止部
　　１２３　下延ヒレ部
　　１２４　切欠
　　　１３　縦枠部材
　　　１４　縦枠部材
　　　１５　下枠部材
　　１５１　係止部
　　１５３　下延ヒレ部
　　　２０　ガラス窓
　　　２１　上框部材
　　　２２　下框部材
　　　２３　縦框部材
　　　２４　縦框部材
　　　２５　ガラス板
　　　３０　ブラケット部材
　　　３１　下延支持片
　　３１１　第１固定支持部
　　３１２　第２固定支持部
　３１２１　接触端部（接触部）
　　　３２　外延支持片
　　　４０　網戸
　　　５０　ブラケット部材
　　　５１　下延支持片
　　５１１　第１固定支持部
　　５１２　第２固定支持部
　５１２１　接触端部（接触部）
　　　５２　外延支持片
　　　　Ｎ　ネジ
　　　Ｓ１　間隙
　　　Ｓ２　間隙
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